
令和８年度地域農業構造転換支援事業

提出が必要な書類

①経営面積の拡大
・営農計画書（経営計画書）
・農地台帳
・農作業受託契約書　等

②付加価値額の拡大
・営農計画書（経営計画書）
・決算書、税務申告書　等

③労働生産性の向上
・営農計画書（経営計画書）
・決算書、税務申告書　等

①経営管理の高度化

・GROBALG.A.P 又は ASIAGAPの認証書
・青色申告を証する書類
・農業版事業継続計画書
　（参考：農林水産省HP
    https://www.maff.go.jp/j/keiei/maff_bcp.html ）　　等

②環境配慮の取組 ・認定を証する書類　等

③輸出の取組

・認定を受けた輸出事業計画
・認定された輸出事業計画に連携者として位置づけられていることを証する
書類
・フラッグシップ輸出産地認定証
・認定フラッグシップ輸出産地に参画していることを証する書類　等

④女性の取組
・マイナンバーカード等女性であることを公的に証する書類
・履歴事項全部証明書（登記簿謄本）
・損益計算書（区分経理が分かる資料）　　等

⑤労働環境の改善
・労災保険加入証明書・雇用保険被保険者証
・資格取得確認証・資格確認書
・就業規則　等

【配分基準の確認資料】

※自己採点で該当した項目についての確認資料を必ず提出してください。
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